
                                            

平成 29年 6 月号 

外国人雇用状況届出 

すべての事業主の方には、外国人労働者（特別永住者及び在留資格「外交」・「公用」の者を除

く）の雇入れまたは離職の際に、当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等について確認し、

厚生労働大臣（ハローワーク）へ届け出ることが義務付けられています。これは「離職時」も必要

であり、雇用保険の被保険者でない者についても必要です。 

 

雇用保険の被保険者でない外国人の場合 

（外国人雇用状況届出書＜様式第３号＞） 

 

＜届出事項＞ 

①氏名 ②在留資格 ③在留期間 ④生年月日 

⑤性別 ⑥国籍・地域 

⑦資格外活動許可の有無 ⑧雇入れ又は離職

年月日⑨雇入れ又は離職に係る事業所の名称、

所在地等※⑦については雇入れ時のみ 

＜届出期限＞ 

雇入れ、離職の場合ともに翌月の末日まで。 

＜届出先＞ 

当該外国人が勤務する事業所施設（店舗、工

場など）の住所を管轄するハローワークに届け

出てください。 

 

（雇用保険被保険者については、雇用保険喪

失届に記載欄があります） 

 

「外国人雇用状況」の届出状況まとめ（平成 28年 10 月末現在） 

～外国人労働者数は約 108 万人。届出義務化以来、過去最高を更新～ 

  【届出状況のポイント】  

○外国人労働者数は 1,083,769 人で、前年同期比 175,873 人、19.4％の増加（平成 19 年

に届出が義務化されて以来、過去最高を更新） 

○外国人労働者を雇用する事業所数は 172,798か所で、前年同期比 20,537 か所、13.5％の

増加（平成 19 年に届出が義務化されて以来、過去最高を更新） 

○国籍別では、中国が最も多く 344,658 人（外国人労働者全体の 31.8％）。次いでベトナム

172,018 人（同 15.9％）、フィリピン 127,518 人（同 11.8％）の順。 対前年伸び率は、ベ

トナム（56.4％）、ネパール（35.1％）が高い。 

○在留資格別では、「専門的・技術的分野」の労働者が 200,994 人で、前年同期比 33,693人、

20.1％の増加。 
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